
宮城県副業・兼業プロ人材新規活用促進助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、県内中小企業等によるプロフェッショナル人材（以下「プロ人材」という。）の副業・兼業

形態での活用を促進し、企業の課題解決を図るため、宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点（以下

「プロ人材拠点」という。）を通して、副業・兼業人材を初めて受け入れる事業者に対して、当該人材

の受入れ、当該人材への報酬、移動等に係る経費の一部について、予算の範囲内で宮城県副業・兼業プ

ロ人材新規活用促進助成金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、

補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２ この要綱において、副業・兼業プロ人材とは次の各号に掲げる要件を全て満たす者をいう。 

⑴ 新たな商品開発・サービス開発、その販路の開拓や製品・サービスの生産性向上等、具体的なプロ

ジェクトや業務を通して企業の成長戦略の実現に不可欠な人材であって、プロ人材拠点と登録人材

紹介会社との連携による仲介によって県内事業所で業務に従事する者をいう。 

⑵ 宮城県外に居住し、宮城県外の事業所（補助事業者と同一の事業主ではないこと）で就業している

者であること。 

⑶ 県内事業所と雇用契約又は業務委託契約等を締結し業務に従事する者であること。 

 

（補助事業者）  

第３ 補助金の交付対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に掲げる要件を全て満た

す者とする。 

⑴ 中小企業法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定する中小企業者及び事業を行う

個人又はその他の団体（以下「中小企業等」という。）とする。 

⑵ 県内に事業所又は事務所を置く中小企業等であること。 

⑶ 過去にプロ人材拠点を通して、副業・兼業プロ人材の活用をしたことがないこと。 

⑷ 交付申請の前日から起算して６か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間、事業主

都合による解雇（勧奨退職等を含む。）又は雇い止めによる労働者の離職がないこと。 

⑸ この要綱に基づき交付申請する副業・兼業プロ人材の活用に対し、国や他の自治体等から同一の経

費に関する補助金の交付を受けていないこと。 

⑹ 県税に未納がないこと。 

⑺ 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。 

 

（補助対象経費及び補助額等） 

第４ 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助額は、別表に定めるとお

りとし、副業・兼業プロ人材１人当たり５０万円を上限とする。 

 



（交付申請） 

第５ 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、副業・兼業プロ人材とのマッチング成立（活用す

る副業・兼業プロ人材が確定することをいう。）後、速やかに交付申請書を提出するものとし、規則第

３条第１項の規定による交付申請書の様式は、別記様式第１号によるものとする。 

２ 規則第３条第２項の規定により交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

⑴ 申請者概要（別記様式第１号別紙） 

⑵ 補助事業計画書（別記様式第２号） 

⑶ 副業・兼業プロ人材の職務経歴がわかるもの（履歴書、職務経歴書、レジュメ等） 

⑷ 人材紹介事業者に提出した人材紹介申込書の写し 

⑸ 事業収支予算書（別記様式第３号、別記様式第３号別紙） 

⑹ 登記事項証明書（法人格を有している場合）又は、税務署への開業届の写し（個人事業主の場合） 

⑺ 県税事務所が発行する宮城県税の納税証明書（税目「全ての県税」について、補助金を申請する日

までに納期限が到来した県税に係る徴収金に未納がないこと。） 

⑻ 申立書（別記様式第４号） 

⑼ その他知事が必要と認める書類 

３ 第１項の交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税

額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による地方消費税との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕

入控除税額」という。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に

おいて当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

 

（交付の条件） 

第６ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

⑴ 補助金の申請は、当該年度において１補助事業者当たり副業・兼業プロ人材１人を限度とし、申請

回数は１回限りとすること。 

⑵ 副業・兼業プロ人材と６か月以下を契約期間とする雇用契約又は業務委託契約等を締結し就業さ

せること。 

⑶ 補助事業者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合は、別記様式第５

号により、知事の承認を受けること。なお、次に掲げる軽微な変更にあってはこの限りではない。 

  ア 補助対象経費の２０％以内の減少の変更 

  イ 補助事業の目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業計画の細部の変更であって、交付決

定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合 

⑷ 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合は、別記様式第６号により知事の承認を受けるこ 

  と。 

⑸ その他規則及びこの要綱の定めに従うこと 

 

（交付決定） 



第７ 知事は、交付申請書の内容が適切であると認められるときは、速やかに交付決定を行うものとす

る。 

２ 知事は、前項による交付決定を行うに当たっては、第５第３項の規定により補助金に係る消費税等

仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたとき

は、当該申請に係る補助対象経費から当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。 

３ 知事は、第５第３項ただし書きの規定による交付申請がなされたものについては、補助金にかかる

消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定時において減額を行うこととし、その旨の条件を付

して交付決定を行うものとする。 

 

（遂行状況報告） 

第８ 知事は、必要があると認めるときは、規則第１０条の規定による報告を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第９ 規則第１２条第１項の規定による事業実績報告書の様式は、別記様式第７号によるものとし、そ

の提出期限は補助事業等の完了、中止又は廃止の承認の日から１月を経過した日又は交付決定のあっ

た日の属する県の会計年度の２月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、知事

が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。 

２ 前項の報告書の提出に当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消

費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

３ 規則第１２条第１項の規定により事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりと

する。 

⑴ 事業実績書（別記様式第８号） 

⑵ 副業・兼業プロ人材と締結した業務委託契約又は雇用契約書等の写し 

⑶ 副業・兼業プロ人材の居住地を証明する書類（住民票・運転免許証の写し等） 

⑷ 事業収支決算書（別記様式第９号、別記様式第９号別紙） 

⑸ ⑷の疎明書類（領収書・振込明細書等の写し） 

⑹ その他補助金の交付額確定に必要な書類 

 

（補助金の交付方法） 

第１０ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１１ 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等

仕入れ控除税額が確定した場合には、別紙様式第１０号により速やかに知事に報告するとともに、知事

の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

 

（関係書類の保管等） 

第１２ 補助事業者は、補助事業に係る経理について、収支の事実に関する証拠書類を整備し、これらの



書類を当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 

（書類の提出部数等） 

第１３ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、各１部とする。 

２ 知事はこの要綱に定めるもののほか、補助事業者から補助金の交付に関し必要な書類の提出を求め

ることができるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金に

も適用するものとする。 

  



別表 補助金対象経費及び補助額 

対象経費 補助額 

 

補助事業者が負担する以下の費用（当該事業を

実施する会計年度中に支払ったものに限る。） 

（１）人材紹介事業者へ支払う紹介手数料 

（２）県外（日本国内に限る）に居住する副業・兼

業プロ人材が県内の勤務地（事業所等の所在

地等）を実際に訪れて業務を行う場合の事業

主が負担した以下の経費 

  ① 交通費（１往復あたり１万円未満となる 

ものは対象外） 

  ② 宿泊費（上限１１，０００円／１泊） 

（３）副業・兼業プロ人材へ支払う報酬 

 

※交通費は居住地から県内の勤務地までの往復交

通費で、公共交通機関利用料及び自家用車の高

速道路利用料として、合理的な経路及び経済的

な利用料金であること。レンタカー及び自家用

車の借入費・燃料代・駐車場代に要する経費は

対象外とする。 

 

※租税公課（消費税及び地方消費税・入湯税・宿

泊税）を除く。 

 

 

対象経費の１０分の８に相当する額以内の額

（ただし、５０万円を上限とする）。 

 

※千円未満切捨て 

 


